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■職員数の状況
（１）部門別職員数の状況　　　　　　（各年４月１日現在）

職員数 対前年
増減数１９年度 ２０年度

一　般
行政部門

議会 ４ ４ ０

総務企画 ７９ ８０ １

税務 ２５ １７ △ ８

民生 １０２ ９６ △ ６

衛生 ２２ ２３ １

労働 ０ ０ ０

農林水産 ２２ ２０ △ ２

商工 ４ ６ ２

土木 ３２ ３１ △ １

小　計 ２９０ ２７７ △１３

特　別
行政部門

教育 ６６ ６２ △ ４

小　計 ６６ ６２ △ ４

公　営
企業等

病院 ６ ５ △ １

水道 １２ １３ １

下水道 １３ １３ ０

その他 ２０ ２１ １

小　計 ５１ ５２ １

総　合　計 ４０７ ３９１ △１６

（２）年齢別職員構成の状況　　　 （平成２０年４月１日現在）

年　齢
区　分

２０歳
未満

２０～
２３歳

２４～
２７歳

２８～
３１歳

３２～
３５歳

３６～
３９歳

４０～
４３歳

職員数（人） ０ ４ １６ ４０ ７４ ４９ ４１

割合（％） ０ １．０ ４．１ １０．２ １８．９ １２．５ １０．５

年　齢

区　分

４４～

４７歳

４８～

５１歳

５２～

５５歳

５６～

５９歳

６０歳

以上
計

職員数（人） ３９ ３７ ４１ ４９ １ ３９１

割合（％） １０．０ ９．５ １０．５ １２．５ ０．３ １００．０

（３）定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

１７年
（計画始期）

１８年
（１年目）

１９年
（２年目）

２０年
（３年目）

（参考）

数値目標

一般行政
職員数 ２８６ ２９１ ２９０ ２７７ ２８５

前年比 ５ △１ △１３ －

教育
職員数 ７６ ７０ ６７ ６３ ７０

前年比 △６ △３ △４ －

公営企業
職員数 ５１ ４７ ５１ ５２ ４７

前年比 △４ ４ １ －

計
職員数 ４１３ ４０８ ４０８ ３９２ ４０２

前年比 △５ ０ △１６ －

※計画期間は、１７年～２２年です。
※職員数には、教育長を含みます。

■給与の状況
（１）総括
①人件費の状況　　　　　　　　　　　　 （平成１９年度一般会計決算）

区  分 人  口
（人）

歳 出 額
（千円）

実質収支
（千円）

人 件 費
（千円）

人 件
費 率
（％）

【参考】
１８年比
率      （％）

１９年度 ４０，１１６ １４，４４５，４７０１，００３，８４３２，８００，２７０ １９．４ １９．７

※人口：住民基本台帳人口（平成２０年３月３１日現在）

②職員給与費の状況                   （平成１９年度一般会計決算）

職員数
（人）

職　員　給　与　費 １人当たり
の給与費

（千円）
給　料

（千円）
職員手当

（千円）
期末・勤勉

（千円）
計
（千円）

３５６１，２４２，７８６ １８３，２３２ ５０５，８５６ １，９３１，８７４ ５，４２７

※職員手当には、退職手当は含みません。

③ラスパイレス指数の状況 　　（各年４月１日現在）

区　分 １７年 １８年 １９年

伊予市 ９４．４ ９３．７ ９４．３

県内市平均 ９５．０ ９４．８ ９５．０

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公

　務員の給与水準を示す指数です。

（２）職員の平均給料月額、初任給等の状況
①職員の平均年齢、平均給料月額の状況

（平成２０年４月１日現在）

区　分
一般行政職 技能労務職 教育職

平均年齢

（歳）

平均給料

月額　（円）

平均年齢

（歳）

平均給料

月額（円）

平均年齢

（歳）

平均給料

月額　（円）

伊予市 ４２．４３２４，４４８ ５２．４２７３，１２７ ４２．２３２０，６８６

県内市

平均
４２．７３２８，６２３

②初任給の状況　　　　　　    　 （平成２０年４月１日現在）

区　分

伊  予  市

初任給
（円）

採用２年経過
給料額　（円）

一般行政職
大学卒 １７２，２００ １８５，８００

高校卒 １４０，１００ １４９，８００

技能労務職
高校卒 １３７，２００ １４６，７００

中学卒 １２９，２００ １３７，２００

教育職
大学卒 １７２，２００ １８５，８００

短大卒 １５２，８００ １６６，９００

※経過給料額は、平均的な金額を記入しています。

■一般行政職の級別職員数の状況  （平成２０年４月１日現在）

区分 標準的な職務内容（代表的な職務）
職員数

（人）
構成比

（％）

１級 主事 ５ ２．０

２級 主事・技師 ４９ ２０．２

３級 主査・主任 ８４ ３４．６

４級 主査 ２２ ９．０

５級 主幹・副主幹 ５０ ２０．６

６級 課長・局長・室長 ２５ １０．３

７級 部長・所長・局長 ８ ３．３

計 ２４３ １００．０

■職員の手当の状況
①期末手当・勤勉手当　 （平成２０年４月１日現在）

区　分 期末手当 勤勉手当 計

６月期　 １．４ ０．７５ ２．１５

１２月期　 １．６ ０．７５ ２．３５

計 ３．０ １．５ ４．５

※職制上の段階・職務の級等による加算措置があります。

②退職手当　   　　　　　　　  　（平成２０年３月３１日現在）

自 己 都 合 勧 奨 ・ 定 年

勤続２０年 ２３．５０月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５０月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５０月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算額 定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たりの

平均支給額
２１，２３９千円

③特殊勤務手当   　　　　　　     （平成２０年４月１日現在）

区　　分

支給実績 ５０８千円

支給職員１人当たりの平均支給年額 ２１，１６５円

職員全体に占める支給職員の割合 ６．０％

※「支給実績」・「支給職員１人当たりの平均支給年額」は、平成１９年度決算額

です。

④時間外勤務手当　 　  　　　 （平成１９年度決算）

支給実績（総額） ５６，８５５千円

職員１人当たりの平均支給年額 １４２，８５２円

⑤その他の手当　　　　　　　　  （平成２０年４月１日現在）

手
当
名

内容及び支給単価
支給実績

（千円）

支給職員１人

当たり平均支

給年額　　（円）

扶
養
手
当

扶養親族のある職員に支給
（例）配偶者　１３，０００円
　 　 子　　　  ６，５００円

５２，４２２ ２３８，２７８

住
宅
手
当

持家居住者  ３，５００円
借家居住者 ２７，０００円（限度額）

２８，４５０ １３８，１０６

通
勤
手
当

○交通用具使用者
　片道 ２～５㎞　２，０００円
　片道 ５～１０㎞　４，１００円
　片道１０～１５㎞　６，５００円
　片道１５～２０㎞　８，９００円
　以後距離数によって金額が決
定されます。（１か月当たりの支
給限度額２４，５００円）
○交通機関使用者
　最長６か月の定期券等の価格
による一括支給（１か月当たりの
支給限度額５５，０００円）

１６，１２０ ６２，９６６

管
理
職
手
当

総務部長　　　　６０，０００円
その他の部長級　５５，２００円
課長級　　　　　４３，４００円
主幹級　　　　　３１，４００円

５０，５５４ ４３９，５９８

■特別職の報酬等の状況　　　　  （平成２０年４月１日現在）

区　分 給料月額 【参考】県内各市における最高・最低額

給

料

市長 ８７３，０００円 １，０８６，４００円・７６０，０００円

副市長 ６７７，０００円 ８７２，０３０円・５９５，０００円

報

酬

議長 ４２９，０００円 ７３２，０００円・３９９，０００円

副議長 ３４８，０００円 ６５４，０００円・３２６，０００円

議員 ３１８，０００円 ６２３，０００円・３００，０００円

期
末
手
当

市長・副市長（支給割合）

　３．３５月分

議長・副議長・

議員

（支給割合）

　３．３５月分

退
職
手
当

市長
副市長

（算定方式）　　　　　　　　（１期の手当額）

月額×４６／１００×在職月数  　１９，２７５，８４０円

月額×２７／１００×在職月数  　  ８，７７３，９２０円

※退職手当の「１期の手当額」は、４月１日の給料月額及び支給率に基づき、１

　期勤めた場合における退職手当の見込み額です。

■休暇の状況
①年次有給休暇…年次有給休暇は、１年ごとに２０日

付与され、残日数は、翌年に限り繰り越すことができ

ます。

　○平成１９年中１人当たり ８日４時間

②育児休業…職員が３歳に満たない子を養育するた

め、育児のために休業することが認められる制度で

す。（育児休業している期間は、給与は支給されませ

ん。）

　○平成１９年度中取得者  ２３人

■人材育成の取組状況及び研修の状況

　「伊予市人材育成基本方針」を策定し、市民の参画

と協働のまちづくりを実現するための職員像を明

らかにしています。また、同方針に基づき、職員の

勤務能率の発揮・増進のため、自治大学校（１人）、市

町村職員中央研修所（６人）、全国市町村国際文化研

修所（５人）、愛媛県研修所（１５人）へ職員を派遣し、

資質の向上に取り組んでいます。

　さらに、集合研修として、人事評価評価者研修、Ａ

ＥＤ研修、法制執務研修、階層別研修等を実施してい

ます。

■問い合わせ

　総務課人事担当（☎９８２－１１１１、内線５６０・５６１）

伊予市人事行政の
運営等の状況を
公表します

　地方公務員法第５８条の２第３項及び伊予市人事

行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条の規

定に基づき、伊予市の人事行政の運営等の状況概要

を公表します。

　詳しくは、伊予市ホームページでご覧になれます。

（http://www.city.iyo.lg.jp/)


